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◆ 公立・公的・民間、全ての医療機関における対応方針の策定や検証・見直し、及び公立・公的医療機関
等の具体的対応方針の再検証に併せて実施が求められている「構想区域全体の2025年の医療提供体制
に関する協議」 について、必要なデータの活用による検討を実施
→ 医療圏別に、６領域（がん、心疾患、脳卒中、救急、小児、周産期）の診療実績や将来の医療需要
等のデータを整理した「将来の人口動態・入院患者動態等」や、「令和３年度病床機能報告結果」を参照

［検討に当たっての留意点］
▼ 感染症法等の改正により、2024年4月から、都道府県と医療機関が病床確保等に関する協定を締結
する仕組みを制度化し、公的医療機関等（※）に感染症医療の提供を義務付けられる予定である。
なお、民間医療機関においては、協力要請により都道府県との協議に応じなければならないが、協定締結
は任意とされている。
（※）公立・公的医療機関、特定機能病院、地域医療支援病院

▼ 一方、新興感染症等の感染拡大時は医療計画に基づき対応することを前提に、地域医療構想につい
ては、基本的な枠組みを維持しつつ着実に取組を進める必要があるとされている。

３ 本県における今後の取組について

❶自医療施設の具体的対応方針の見直し・検証を実施
➋構想区域全体の2025年の医療提供体制について改めて検討を実施
❸❶➋の検討結果について、別紙「医療圏別具体的対応方針等検討状況整理
票」を作成の上、令和５年３月24日（金）までにデータにて提出

❸個別医療機関の検討結果をとりまとめた上で、令和5年度以降、
各医療圏の調整会議において協議を実施 1

①対応方針の検証・見直し、構想区域全体の検討
(令和4年度調整会議資料2-1(p.7)より抜粋)



「医療圏別具体的対応方針等検討状況整理票」の作成

▼ 検討にあたっては、「将来の人口動態・入院患者動態等」や「令和３年度病床機能報告結果」 の他、
「検討状況整理票」に記載している各医療機関の役割や今後の方向性、「山口県地域医療構想」に整
理している、構想区域の課題や地域の医療提供体制の将来のあるべき姿等を参照すること。
▼ このたびの依頼は、あくまでも、提出期限時（令和５年３月末）における検討状況を回答いただくもの
であり、将来において、自医療施設の役割等が変わる場合は、随時、具体的対応方針（2025プラン）
の変更案について、調整会議において協議できるものであること。
▼ 各医療機関の検討結果をとりまとめた「医療圏別具体的対応方針等検討状況整理票」については、
調整会議における協議資料として、県ホームページにて公表する。

▼ 上記の基本的な考え方を踏まえた検討の結果、具体的対応方針（2025プラン等）について、
①変更を行う場合、 「変更あり」に〇を付し、具体的な変更内容等を記載する。
②変更を行わない場合、「変更なし」に〇を付し、変更しない理由等を記載する。
③検討中の場合、「検討中」に〇を付し、可能な範囲で具体的な検討内容を記載する。
▼ 2025プランから集約・抜粋した内容について、加除・修正が必要な場合は、上書き修正の上、提出のこと。

▼ 検討の結果、構想区域全体の体制について意見等がある場合は、①又は②により対応のこと。
①上記➊の検討結果の整理に併せ、「具体的な変更内容等」欄に、意見等を記載する。
②別紙（様式等は任意）に自由に意見等を記載する。
⇒②は、県において整理した上で、「検討状況整理票」と併せて次回の調整会議資料として配布

▼ 意見等がない場合、記載・報告は不要。

❶自医療施設の具体的対応方針の見直し・検証

基 本 的 な 考 え 方

記 載 方 法

➋構想区域全体の2025年の医療提供体制についての改めての検討
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①対応方針の検証・見直し、構想区域全体の検討
(令和4年度調整会議資料2-1(p.8)より抜粋)



病院の特徴・役割 今後の方針

○○ ▲▲病院 一般
療養
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急性
慢性
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急性
慢性
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20
30 地ケア

20
20

○
・最初の入院病棟で積極的に治療を行う。
・医療（喀痰吸引、人工呼吸等）が必要で家庭に対応で
きる十分な介護力のない長期療養患者の受け皿。

・地域における回復期機能を担うため、リハビリテーションを強化した
地域包括病床について検討する余地があると考える。
・リハビリテーションを強化して在宅への復帰が叶うように常に努力
していく。

急性
慢性

50
20
30

○○ ◆◆病院
一般

427
427

高度
急性

427
155
272

高度
急性
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○ ○ ・高度急性期・急性期機能を担う。

・圏域における公的な基幹病院、地域医療支援病院として、高度急
性期・急性期医療、とりわけ小児救急を含む救急医療について、持
続的・安定的に提供する役割を担う。
・脳血管疾患患者への対応、周産期医療及び女性医療、がん診
療、高齢化社会に対応した医療機能などの役割を担う。

高度
急性

377
117
260

認定・届け出等 ※３ 「公的医療機関等2025プラン」又は「医療機関2025プラン」の記載内容のうち、「自施設の現状」「今後の方針」「４機能ごとの病床のあり方に
ついて」から集約・抜粋（（プラン未作成の有床診療所については、病床機能報告の報告内容から整理）
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区域 医療機関名

許可病床数
（精神・感染

症・結核除く）

R3.7.1
※１

病床機能報告による
機能別病床数

※１
施設基準の

状況
R3.7.1
※２

R3.7.1 R7.7.1

各医療機関の具体的対応方針の検証・見直しに係る
「医療圏別具体的対応方針等検討状況整理票」のイメージ
(令和4年度調整会議資料2-2より抜粋)

策定済の具体的対応方針の内容について記載を
しており、各医療機関において検証・見直しを行う

各医療機関は、自院の役割や今後の方針、
医療機能ごとの病床数、圏域全体の医療
提供体制等について、検証・見直しを行い、
その検証結果を整理票に記載し、県へ提出

⇒検討結果についてR5調整会議で協議
※合意されれば、現行プランから変更されたこ
ととする。

変更
あり

変更
なし

検討
中

具体的な変更内容等

「具体的対応方針の見直し・検証」及び「構想区域全体の2025年の医療提供体制の検討」の検討結果
※５

3

①対応方針の検証・見直し、
構想区域全体の検討



公立病院経営強化プランの取扱い

▼ 公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、総務省が令和4年3月29日に策定した
「公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針と
して策定した上で、地域医療構想調整会議において協議できるとされたところ。

▼ ガイドラインにおける取扱い（下記のガイドラインp.4抜粋）を踏まえ、次の➊～❸のいずれかの方法に
より、調整会議において協議を実施することとする。

▼ なお、策定する「公立病院改革プラン」等がガイドラインの内容を踏まえたものかどうかの可否等については、
総務省又は県市町課に確認・調整の上、対応すること。

既に、自主的に新改革ガイドラインによる新公立病院改革プランの改定を行っている場合（＝ケース①）又は地
方独立行政法人が地方独立行政法人法に基づき中期計画を策定している場合（＝ケース②）には、本ガイド
ラインにおいて要請している事項のうち不足している部分を追加又は別途策定することで足りる。

➊経営強化ガイドラインを踏まえて策定した「公立病院経営強化プラン」に基づき協議を実施
※上記ケース①又はケース②に該当する場合でも、➊の対応で可（選択は任意）

➋上記ケース①に該当する場合、経営強化ガイドラインが要請している事項のうち不足してい
る部分を追加した「公立病院改革プラン」、又は、追加前の「公立病院改革プラン」と追加
すべき内容を含む資料（様式任意）に基づき協議を実施

❸上記ケース②に該当する場合、経営強化ガイドラインが要請している事項のうち不足してい
る部分を追加した「中期計画」、又は、追加前の「中期計画」と追加すべき内容を含む資料
（様式任意）に基づき協議を実施 4

②公立病院経営強化プラン
(令和4年度調整会議資料2-1(p.9)より抜粋)



圏域 開設者 病院名

岩国 岩国市 錦中央病院、美和病院

柳井 周防大島町 東和病院、大島病院

周南
光市 光総合病院、大和総合病院

周南市 新南陽市民病院

山口・防府 山口県 県立総合医療センター

宇部・小野田
美祢市 市立病院、美東病院

山陽小野田市 山陽小野田市民病院

下関 下関市 市民病院、豊田中央病院

萩 萩市 萩市民病院

調整会議で協議が必要な公立病院一覧
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②公立病院経営強化プラン



外来機能報告

報告項目

報告頻度目的

「地域の協議の場」での議論に活用。令和４年度については、外来機能報告等の施行
初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行う。

医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）

対象医療機関

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や
勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与。

（１）医療資源を重点的に活用する外来の実施状況

（２）紹介受診重点医療機関となる意向の有無

（３）地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事
項

紹介・逆紹介の状況、外来における人材の配置状況、外来・在宅医療・地域連携の実施
状況（生活習慣病管理料や在宅時医学総合管理料等の算定件数） 等

⚫ 「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関）」の明確化

⚫地域の外来機能の明確化・連携の推進

義務： 病院・有床診療所
任意： 無床診療所

参考 ： 医療法（一部抜粋）
第30条の18の２ 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの（以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。）の管理者は、地域にお

ける外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病
院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

第30条の18の３ 患者を入院させるための施設を有しない診療所（以下この条において「無床診療所」という。）の管理者は、地域における外来医療に係る病院及

び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告する
ことができる。

➢ 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
例）悪性腫瘍手術の前後の外来

➢ 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
例）外来化学療法、外来放射線治療

➢ 特定の領域に特化した機能を有する外来
例）紹介患者に対する外来

年１回
（10～11月に報告を実施）

医療法第30条の18の２及び第30条の18の３の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び

連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするもの。令和３年５月に「良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第49 号）が成
立・公布され、医療法に新たに規定された（令和４年４月１日施行）。

参考にする紹介率・
逆紹介率の水準

紹介受診重点
医療機関の基準

上記の外来の件数の占める割合が
• 初診の外来件数の40％以上

かつ
• 再診の外来件数の25％以上

意向はあるが基準を
満たさない場合

紹介受診重点医療機関として取りまとめ

• 紹介率50％以上
かつ

• 逆紹介率40％以上

7

第10回第８次医療計画等に関する検討会 資料
２

令和４年７月20日

③紹介受診重点医療機関の選定
(令和4年度調整会議資料3-1(p.2)
より抜粋)
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【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準（※）を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
（※）初診に占める重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25％以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関で
あっ

て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有

無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。

※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

地域の協議の場
における協議

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

○「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推

進のための必要な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医

機能を担う医療機関」を受診し、必

要に応じて紹介を受けて紹介受診

重点医療機関を受診する。

状態が落ち着いたら逆紹介を受け

て地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関

外来機能報告（重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

令和4年３月17日 外来機能
報告等に関するワーキング
グループ参考資料
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③紹介受診重点医療機関の選定
(令和4年度調整会議資料3-1(p.4)
より抜粋)
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紹介受診重点医療機関に係る協議の進め方 ③紹介受診重点医療機関の選定
(令和4年度調整会議資料3-1(p.12)より抜粋)
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紹介受診重点医療機関に係るスケジュール

４月～ ● 対象医療機関の抽出

９月頃 ● 対象医療機関に外来機能報告の依頼

10～11月頃 ● 対象医療機関からの報告

12月頃 ● 国から県に報告データ提供
● 報告内容の確認

１～３月頃 ● 各圏域の調整会議で紹介受診重点医療機関について協議
● 紹介受診重点医療機関の公表（原則、次年度の４月１日まで）

《令和5年度報告分以降のスケジュール》

R5.4月 ● 対象医療機関からの報告

R5.5月 ● 国から県に報告データ提供
● 報告内容の確認

R5.６～７月 ● 各圏域の調整会議で紹介受診重点医療機関について協議
● 紹介受診重点医療機関の公表（令和５年８月１日の予定）

《令和4年度報告分のスケジュール》

③紹介受診重点医療機関の選定
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「地域医療構想の進め方について」
（令和5年3月31日付け医政発0331第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

▼ 令和4年通知で示しているとおり、第8次医療計画の策定作業と併せて、2022年度及び
2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策
定や検証・見直しを行うこととしている。

▼ 都道府県は、年間スケジュールを計画した上で取組を進め、進捗状況の検証を行い、地域
医療構想の実現を図っているところであるが、「第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ」等を
踏まえ、毎年度、対応方針の策定率等を目標としたPDCA サイクルを通じて地域医療構想を
推進することとする。

① 毎年度、構想区域ごとに対応方針の策定率を目標としたPDCAサイクルの取組を実施する。な
お、既に策定率が100％に達している場合における目標については、対応方針の実施率等とする。

② 病床機能報告上の病床数と必要病床数について、データの特性だけでは説明できないほど差
異が生じている構想区域においては、要因の分析・評価を行い、結果を公表し、非稼働病棟等
への必要な対応を行う。

③ ②の非稼働病棟等への対応のみでは不十分であると認められる場合には、構想区域全体の医
療提供体制や各医療機関の役割分担の方向性等について議論し、圏域の具体的な課題を明
確化した上で、課題解決のための年度毎の工程表（KPIを含む）を策定し、公表する。

基本的な考え方

具 体 的 な 取 組

今後の取組について ④地域医療構想の進捗状況の検証
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◆ 各圏域で必要病床数との乖離があり、その要因の分析等をした上で、非稼働病棟等への対
応のみでは不十分であると認められる場合には、③までの対応が求められる。

◆ その場合、構想区域全体の医療提供体制や各医療機関の役割分担の方向性等について
議論を行うことになるが、『令和4年通知』により行う具体的対応方針の検証・見直し等の取組
と併せて議論を行う。

◆ また、国が示している年度目標の設定（対応方針の実施率等）、圏域の具体的な課題の
明確化、課題解決のための工程表の策定については、地域医療構想は医療機関相互の協
議と自主的な取組を基本として進めるという原則から、調整会議での議論を尊重して取組を
進めていく。

本 県 の 取 組

❶ 令和5年度第1回の調整会議において、『令和5年通知』による構想の進捗状況の検証に
ついて説明

➋ その後、第2回、第3回の調整会議において、令和4年度病床機能報告等を活用し、構想
の進捗状況の検証を実施 ※具体的な検証方法等については検討中

今後の取組について ④地域医療構想の進捗状況の検証
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（参考）2025年以降における地域医療構想について
R4.11.28 国 第93回社会保障
審議会医療部会資料
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